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１．調査の目的 
東海道～山陽～九州新幹線では、ＪＲグループで唯一、喫煙ルームを設置した車両を運

行しています。 

しかし近年、喫煙ルームで喫煙を終えたばかりの人が席へ戻ったとき、肺の中に残って

いる残留タバコ煙を呼吸と共に吐き出すことにより、残留タバコ煙を含んだ呼気を周囲の

人が吸わされるという形での受動喫煙（Third-hand Smoke＝三次喫煙）が問題視され始め

ています。 

新幹線の利用者には、国（厚生労働省）が受動喫煙の害から特に保護されるべき対象と

定めている、乳幼児（を連れた親）や病気がちや虚弱体質の人（以下「乳幼児等」と言い

ます）もいます（注1）。 

その一方で、東海道～山陽～九州新幹線を運営する東海、西日本、九州のＪＲ３社は、

受動喫煙（三次喫煙）の発生原因である喫煙ルームの廃止には応じない姿勢を、明らかに

しています（注2）。 

この矛盾について一体どう考えるべきかを、乳幼児等向けの設備が新幹線列車内に設置

されている状況の調査を通して、考察してみることにしました。 

 

２．乳幼児・病弱者向け設備の概要 
(1) 多目的室：授乳や体調不良者の休憩を想定した設備 

東海道～山陽新幹線では、１９７４（昭和４９）年から、体調の悪い人や急病人が横に

なって休憩したり、母親が授乳したりする用途を想定した、簡易ベッド付き個室を備えた

車両の連結が始まりました（注3）。この個室は、今日では「多目的室」の名称で、新幹線

以外の在来線特急にも広く普及しています。 

                         

注1) ２０１９（平成３１）年２月２２日付・健発０２２２第１号「『健康増進法の一部を

改正する法律』の施行について（受動喫煙対策）」の２頁８～１０行目で、 

「子どもなど２０歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを

考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対

策を一層徹底すること」 

と明記されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf 
注2) ＪＲ東日本管内の新幹線では全路線の全列車で、新幹線以外のいわゆる在来線では

全国の全列車で、喫煙ルームを設置しない全面禁煙を実施しています。 

しかし東海、西日本、九州のＪＲ３社は、在来線では受動喫煙防止の徹底を理由と

して、かつて設置していた喫煙ルームを廃止してまで全面禁煙を実施している一方

で、東海道～山陽～九州新幹線では喫煙ルームを廃止しないままでいることとの整

合性が無いことについて、筆者が求めていた説明には応じないことを明言していま

す（東京地方裁判所・令和元年（ワ）第３３３３８号「新幹線列車内喫煙ルーム廃

止等請求事件」における弁論準備手続（２０２０（令和２）年１１月２６日）の席

での被告ＪＲ３社の代理人弁護士の答弁）。 

なお、ＪＲグループ以外の私鉄で喫煙ルームを設置した列車を運行しているのは、

近畿日本鉄道だけです。 

注3) ０系２７形車両のこと。食堂従業員控室と多目的室を備えた車両で、８号車に食堂

車を連結した１６両編成列車で７号車として連結。１９７６（昭和５１）年に車い

す対応座席と多目的室を併設した０系３７形が９号車として連結されるようになっ

てからは、７号車の多目的室は車掌室代用とされていました。 
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これとは別に、簡易ベッドを省略した授乳専用室を設置した車両も２０１１（平成２３）

年から登場し始めています（注4）。 

(2) ベビーベッド、ベビーチェア：乳幼児を連れての乗車には欠かせない設備 

新幹線だけでなく在来線や私鉄も含めた全国の有料特急列車では、１９９０（平成１桁）

年代からトイレにベビーベッドやベビーチェアを設置する列車が現れ始め、今日では標準

装備となっています。 

ベビーベッドとはおむつ交換台のことで、ベビーチェアとは親が用を足したりおむつ交

換の用意をしたりする間に乳幼児を一時的に座らせておく場所のことです。 

(3) 授乳室 

東海道～山陽新幹線の最新型車両「Ｎ７００Ｓ」では、３号車・１１号車・１５号車の

３ヶ所に授乳室が設けられています。 

このうち３号車と１５号車のは在来車両（Ｎ７００系およびＮ７００Ａ）では通路を挟

んで２つあった喫煙ルームの片方（太平洋・瀬戸内海側）の区画を、１１号車のは同じく

飲料自動販売機を設置していた区画を、それぞれ転用したものです（注5）。 

元々は上記の多目的室が授乳室の役割を兼ねていました。しかしハンドル式改良型電動

車いす（シニアカー）の利用者が多目的室に乗車している間は他の乗客が多目的室を利用

できないと言う問題があります。この対策として授乳での利用を想定した業務用室が別途

設置されたものと思われ、今後は在来車両でも同様の措置が進む可能性があります。 

 

３．乳幼児・病弱者向け設備の設置状況 
(1) 東海道～山陽新幹線用Ｎ７００系（１６両編成） 

２００７（平成１９）年に登場した、東海道新幹線の現役車両の中では最も古い形式で

す。 

ＪＲ東海が保有する分はＸ編成、ＪＲ西日本が保有する分はＫ編成と区別されています

が、仕様はまったく同じです。 

ベビーチェアは１号車と１１号車の２ヶ所にしか設置されていませんが、ベビーベッド

は１６両編成全体で８ヶ所（奇数号車の東京寄り）のトイレすべてに設置されています。 

多目的室は１１号車の東京寄りに設置されており、車いすの人の利用が無い場合と言う

条件付きながら、病弱者の休憩や授乳での利用ができる旨の案内掲示がされています。 

(2) 東海道～山陽新幹線用Ｎ７００Ａ（１６両編成） 

２０１３（平成２５）年に登場した、Ｎ７００系の改良形です。改良形と言っても変更

されたのは走行機器が中心で、客室設備はＮ７００系とほとんど同じです。 

こちらもＪＲ東海保有分はＧ編成、ＪＲ西日本保有分はＦ編成と区別されていますが、

仕様に違いはありません。 

Ｎ７００系と同様、ベビーチェアは１号車と１１号車の２ヶ所にしか設置されていませ

んが、ベビーベッドは８ヶ所すべてに設置されています。 

多目的室も１１号車の東京寄りに設置されており、案内掲示の文面もＮ７００系と同じ

                         

注4) ２０１１（平成２３）年に就役した南海電気鉄道１２０００系「サザン・プレミア

ム」、２０１８（平成３０）年に就役した小田急電鉄７００００形「ＧＳＥ」、およ

び２０２０（令和２）年に就役した東海道～山陽新幹線「Ｎ７００Ｓ」（本稿に掲載）。 

注5) ただし、これら３ヶ所の喫煙ルームはいずれも喫煙ルームの向かいや並びなど至近

距離にあるため、乳児を受動喫煙に晒すおそれがあると言う問題があります。１１

号車の授乳室と１０号車の喫煙ルームは、間に車内販売準備室を挟んだ数メートル

の距離にあります。 
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です。 

(3) 東海道～山陽新幹線用Ｎ７００Ｓ（１６両編成） 

２０２０（令和２）年に登場した最新形式です。 

こちらもＪＲ東海保有分はＪ編成、ＪＲ西日本保有分はＨ編成と区別されていますが、

共通設計として同一仕様で作られています。 

この形式から、編成中の８ヶ所のトイレすべてにベビーベッドとベビーチェアの両方を

設置するようになりました。 

多目的室は引き続き１１号車の東京寄りに設置されており、案内表示の文面はＮ７００

Ａまでとは変わっています。 

更に上記のとおり、３号車・１１号車・１５号車の３ヶ所に授乳室が設けられています。 

(4) 山陽～九州新幹線用Ｎ７００系（８両編成） 

２０１１（平成１３）年の九州新幹線全線開業に合わせて登場した形式です。 

ＪＲ西日本保有分はＳ編成、ＪＲ九州保有分はＲ編成と区別されていますが、共通設計

として同一仕様で作られています。 

ベビーチェアは３号車以外の３ヶ所に、ベビーベッドは５号車を含む４ヶ所（奇数号車

の東京寄り）のトイレすべてに、それぞれ設置されています。 

(5) 山陽新幹線用５００系（８両編成） 

１９９６（平成８）年に１６両編成で登場し、東京～博多間の「のぞみ号」として運行

された後、２００８（平成２０）～２０１０（平成２２）年に８両編成化された形式で、

現在はＪＲ西日本の山陽新幹線区間の「こだま」としてのみ運行されています。 

ベビーチェアは設置されていませんが、ベビーベッドは１・３・５・７号車の４ヶ所の

トイレすべてに設置されています。 

(6) 山陽新幹線用７００系（愛称「レールスター」、８両編成） 

１９９９（平成１１）年に山陽新幹線内の区間列車の速達化のため登場した形式です。 

ベビーチェアは設置されていませんが、ベビーベッドは１・３・５号車の３ヶ所に設置

されています。 

 (7) 九州新幹線用８００系（６両編成） 

２０１１（平成２３）年の九州新幹線新八代～鹿児島中央間の部分開業に合わせて登場

した形式です。 

ベビーチェアは設置されていませんが、ベビーベッドは１・３・５号車の３ヶ所すべて

に設置されています。 

 

４．考察とまとめ 
これらのことから、東海道～山陽～九州新幹線を運営するＪＲ３社は、いずれも以下に

記す配慮を行っていることがわかります。 

①乳幼児を連れた親が、どの車両に乗車しても、おむつ交換などで不便を感じないように

配慮していること。 

言い換えれば、乳幼児を連れた親が乗車する号車を制限していない（どの号車でも自由

に選んでよいとしている）事実があること。 

②授乳が必要な乳児を連れた親や、病気がちな人であっても、新幹線の利用を拒まず、む

しろ安心して利用できるための設備を整えていること。 

 

ＪＲが、乳幼児を連れた親に対して、１号車から１６号車までのどの車両を利用しても

よいとする姿勢を取るのであれば、ＪＲには、１号車から１６号車までのすべての車両に

ついて、乗客（特に乳児）が望まない受動喫煙の防止に努めるべき責務（危害防止・安全
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配慮義務）が生じる理屈です。 

ここで言う「受動喫煙の防止」には、本稿の冒頭で触れた三次喫煙の防止も含まれなけ

れば、意味がありません。 

ところが、喫煙ルームを利用する喫煙旅客も、１号車から１６号車までのどこの席でも

自由に選べるのは同じです。 

そのため、現状では１号車から１６号車までのすべての席で、受動喫煙（三次喫煙）を

望まない非喫煙旅客（受動喫煙の害から特に保護されるべき対象とされる乳幼児等を含み

ます）と喫煙ルームを利用する喫煙旅客とが近くに乗り合わせ、望まない受動喫煙（三次

喫煙）の発生を巡ってトラブルが生じるリスクを抱えているわけです。 

ところがＪＲは、 

「健康増進法では、新幹線車両では喫煙ルームを設置していれば、現に列車内で受

動喫煙や三次喫煙が発生していたとしても、それ以上の対策を講じるべき法的な

責務は無いことになっている、だから喫煙ルームの廃止には応じられない」 

旨の主張をしています（注6）。 

しかしＪＲが、現に発生している受動喫煙（三次喫煙）に見て見ぬふりをしてその防止

に応じないのは、新幹線の利用者、特に乳幼児等に対して、上に記した危害防止・安全配

慮義務を怠り、これに違反する不作為（ふさくい＝なすべきことをしないこと）の事実が

あることを示しています。 

ＪＲが、新幹線で乳幼児等の利用を想定した設備を整えている一方で、乳幼児等に受動

喫煙（三次喫煙）が生じるのを防がなくても違法ではないから受動喫煙を放置しても構わ

ないと主張するのは、明らかに矛盾しています。 

上に記したＪＲの主張が、受動喫煙の防止を目的とした健康増進法の趣旨に反するもの

であるだけでなく、それ自体が新幹線の利用者との信頼関係を自ら毀損する、信義誠実の

原則に反する不法行為でもあることは、明らかです。 

ＪＲには、乳幼児等に望まない受動喫煙（三次喫煙）が生じるのを防止する観点からも、

受動喫煙（三次喫煙）を発生させる根本原因である喫煙ルームを廃止すべき責務があるこ

とが、本稿でまとめた調査によって、ますます明らかになったと言えるのではないでしょ

うか。 

 

 

５．参考文献 
半沢一宣「特急列車の車内設備のバリアフリー化の現状と課題」 

交通権学会誌『交通権』第２５号所収 交通権学会 ２００８（平成２０）年 

書誌情報 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kotsuken/2008/25/2008_101/_article/-char/ja/ 
本文 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kotsuken/2008/25/2008_101/_pdf 
同誌の第３１号（２０１４（平成２６）年）に誤植訂正記事あり 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kotsuken/2014/31/2014_76/_pdf 
（いずれも「科学技術情報発信・流通総合システム」（J-STAGE）へのリンク） 

 

                         

注6) 東京地方裁判所 令和元年（ワ）第３３３３８号「新幹線列車内喫煙ルーム廃止等

請求事件」における「準備書面(1)（被告ら共通）」 

http://hnzwkznr.g2.xrea.com/JRWEST/chapter_4/20200601_junbisyomen_all.pdf 
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６．乳幼児・病弱者向け設備の設置状況の写真 

※いずれも原則として１号車から１６号車へ向かう順に配列しています。 

※以下に掲げる写真の一部では色合いが茶色っぽくなっていますが、これは明るさが十分でない場所での筆者の撮影技術の未熟さによる

ものです。 

 

 

 

(1) 東海道～山陽新幹線用Ｎ７００系（１６両編成） 

調査・撮影データ 

２０２１（令和３）年６月１日（火曜日）東京６時１５分発博多行き「のぞみ３号」（東京駅発車前に撮影） 

ＪＲ東海が保有するＸ４１編成で運転 

（２００９（平成２１）年に日立でＺ４１編成として製造、２０１３（平成２５）年の走行装置改良工事に伴いＸ４１編成と改番） 

 

 

 

調査列車「のぞみ３号」の１１号車で撮影。 

右側の車内販売準備室の業務用ドアの窓に 

「Ｘ４１」の編成番号が見える。 

ＸはＪＲ東海保有のＮ７００系であることを示す 

業務用の符号で、４１はその製造順を示す。 

走行性能を後発のＮ７００Ａに合わせる 

改造工事を行った車両には、 

ロゴマークの右下に小さな「Ａ」が追加されている。 



 

7 

 

 

 
Ｘ４１編成の１号車のトイレのベビーチェア。 

右端にベビーベッドも僅かに見えている。 

 Ｘ４１編成の１号車のトイレのベビーベッドを 

別の角度から撮影。奥は２号車。 



 

8 

 

 

 
Ｘ４１編成の３号車のトイレのベビーベッド。 

奥は４号車。 

 Ｘ４１編成の５号車のトイレのベビーベッド。 

奥は６号車。 



 

9 

 

 

 
Ｘ４１編成の７号車のトイレのベビーベッド。 

奥は８号車（グリーン車）。 

画面の左手前に喫煙ルームがある。 

 Ｘ４１編成の９号車（グリーン車）のトイレのベビーベッド。 

奥は１０号車（グリーン車）。 



 

10 

 

 

 

Ｘ４１編成の１１号車の多目的室。  Ｘ４１編成の１１号車の多目的室の案内掲示。 

授乳や病人の休憩で利用することも 

想定した設備であることが、文面からわかる。 

右下には点字での案内も見えている。 



 

11 

 

 

 
Ｎ７００系の多目的室の内部。改良型ハンドル形電動車いす

（シニアカー）に対応できる広さを備えている。座席の枕を上

へ引き抜き取り外してから座面を手前に引き出すと病人の休憩

などに利用できる簡易ベッドとなる。 

※この写真のみ2019（令和元）年６月11日（火曜日）の「ひか

り480号」で撮影。ＪＲ西日本が保有するＫ２編成で運転。

（2007（平成19）年に川崎重工でＮ２編成として製造、2015

（平成27）年の走行装置改良工事に伴いＫ２編成と改番） 

 Ｘ４１編成の１１号車の多機能トイレの 

ベビーベッド（①）とベビーチェア（②）。 

ベビーベッドの上にはトイレ内禁煙の表示が、 

天井には火災報知器（③）が、それぞれ見えている。 

奥は１２号車。 



 

12 

 

 

 
Ｘ４１編成の１３号車のトイレのベビーベッド。 

奥は１４号車。 

 Ｘ４１編成の１５号車のトイレのベビーベッド。 

奥は１６号車。 

 

  



 

13 

(2) 東海道～山陽新幹線用Ｎ７００Ａ（１６両編成） 

調査・撮影データ 

２０２１（令和３）年６月１日（火曜日）東京６時００分発博多行き「のぞみ１号」（東京駅発車前に撮影） 

ＪＲ東海が保有するＧ３８編成で運転（２０１７（平成２９）年に日本車両で製造） 

 

 

 

 

 

調査列車「のぞみ１号」の１号車の乗車口で撮影。 

乗務員室のドアの窓に「Ｇ３８」の編成番号が見える。 

ＧはＪＲ東海保有のＮ７００Ａであることを示す 

業務用の符号で、３８はその製造順を示す。 



 

14 

 

 

 
Ｇ３８編成の１号車のトイレのベビーチェア。 

右端にベビーベッドも僅かに見えている。 

 Ｇ３８編成の１号車のトイレのベビーベッドを 

別の角度から撮影。奥は２号車。 



 

15 

 

 

 
Ｇ３８編成の３号車のトイレのベビーベッド。 

奥は４号車。 

 Ｇ３８編成の５号車のトイレのベビーベッド。 

奥は６号車。 



 

16 

 

 

 
Ｇ３８編成の７号車のトイレのベビーベッド。 

奥は８号車（グリーン車）。 

画面の左手前に喫煙ルームがある。 

 Ｇ３８編成の９号車（グリーン車）のトイレのベビーベッド。 

奥は１０号車（グリーン車）。 



 

17 

 

 

 

Ｇ３８編成の１１号車の多目的室。  Ｇ３８編成の１１号車の多目的室の案内掲示。 

文面はＮ７００系のものとまったく同じ。 



 

18 

 

 

 
Ｎ７００Ａの１１号車の多目的室の内部。 

構造はＮ７００系のものと同じ。 

※この写真のみ２０１９（令和元）年６月８日（土曜日）の 

「ひかり４８１号」で撮影。 

ＪＲ東海が保有するＧ２４編成で運転。 

（２０１５（平成２７）年に日立で製造） 

 Ｇ３８編成の１１号車の多機能トイレの 

ベビーベッド（①）とベビーチェア（②）。 

ベビーベッドの上にはトイレ内禁煙の表示が、 

天井には火災報知器（③）が、それぞれ見えている。 

奥は１２号車。 



 

19 

 

 

 
Ｇ３８編成の１３号車のトイレのベビーベッド。 

奥は１４号車。 

 Ｇ３８編成の１５号車のトイレのベビーベッド。 

奥は１６号車。 

 

  



 

20 

(3) 東海道～山陽新幹線用Ｎ７００Ｓ（１６両編成） 

調査・撮影データ 

２０２１（令和３）年６月１日（火曜日）東京６時５６分発新大阪行き「こだま７０３号」 

（東京→京都間で９号車（グリーン車）に乗車） 

ＪＲ東海が保有するＪ７編成で運転（２０２０（令和２）年に日本車両で製造） 

 

 

 

 
調査列車に乗車したときの指定券。  調査列車の乗務員室のドアの編成番号表示。 

ＪはＪＲ東海保有のＮ７００Ｓであることを示す 

業務用の符号で、７はその製造順を示す。 



 

21 

 

 

 
Ｊ７編成の１号車のトイレのベビーベッド。 

２つ並んでいるトイレのうちの１号車側に設置。 

 Ｊ７編成の１号車のトイレのベビーチェア。 

２つ並んでいるトイレのうちの２号車側に設置。 



 

22 

 

 

 
３号車の授乳室（右）と喫煙ルーム（左）を 

２号車側から見たところ。 

※このページの２枚の写真は 

２０２１（令和３）年８月５日（木曜日）の 

「こだま７０３号」で撮影。 

ＪＲ東海が保有するＪ６編成で運転。 

（２０２０（令和２）年に日立で製造） 

 １５号車の授乳室（右）と喫煙ルーム（左）を 

１４号車側から見たところ。 



 

23 

 

 

 
Ｊ７編成の３号車のトイレのベビーベッド。 

２つ並んでいるトイレのうちの３号車側に設置。 

右の写真で示すベビーチェアは 

奥に見えるもう１つのトイレに設置。 

 Ｊ７編成の３号車のトイレのベビーチェア。 

２つ並んでいるトイレのうちの４号車側に設置。 



 

24 

 

 

 
Ｊ７編成の５号車のトイレのベビーベッド。 

２つ並んでいるトイレのうちの５号車側に設置。 

右の写真で示すベビーチェアは 

奥に見えるもう１つのトイレに設置。 

 Ｊ７編成の５号車のトイレのベビーチェア。 

２つ並んでいるトイレのうちの６号車側に設置。 



 

25 

 

 

 

Ｊ７編成の７号車のトイレのベビーベッド。 

２つ並んでいるトイレのうちの７号車側に設置。 

右の写真で示すベビーチェアは 

奥に見えるもう１つのトイレに設置。 

画面の左手前に喫煙ルームがある。 

 Ｊ７編成の７号車のトイレのベビーチェア。 

２つ並んでいるトイレのうちの 

８号車（グリーン車）側に設置。 



 

26 

 

 

 

Ｊ７編成の９号車（グリーン車）のトイレのベビーベッド。 

２つ並んでいるトイレのうちの９号車側に設置。 

右の写真で示すベビーチェアは 

奥に見えるもう１つのトイレに設置。 

 Ｊ７編成の９号車（グリーン車）のトイレのベビーチェア。 

２つ並んでいるトイレのうちの１０号車（同）側に設置。 



 

27 

 

 

 

Ｊ７編成の１１号車の授乳室。 

奥は１０号車（グリーン車）で 

その入口のドアの右手前に喫煙ルームがある。 

 Ｊ７編成の１１号車の授乳室の案内掲示。 

３号車と１５号車の授乳室の案内文も同じ。 



 

28 

 

 

 
Ｊ７編成の１１号車の多目的室。 

（内部は未撮影） 

 Ｊ７編成の１１号車の多目的室の案内掲示。 

授乳や病人の休憩で利用することも 

想定した設備であることがわかる。 



 

29 

 

 

 

Ｊ７編成の１１号車の多機能トイレの 

ベビーベッド（①）とベビーチェア（②）。 

ベビーベッドの上にはトイレ内禁煙の表示が、 

天井には火災報知器（③）が、それぞれ見えている。 

奥は１２号車。 

 左の写真で①として示したベビへベッドを 

収納した状態。 



 

30 

 

 

 
Ｊ７編成の１３号車のトイレのベビーベッド。 

２つ並んでいるトイレのうちの１３号車側に設置。 

右の写真で示すベビーチェアは 

奥に見えるもう１つのトイレに設置。 

 Ｊ７編成の１３号車のトイレのベビーチェア。 

２つ並んでいるトイレのうちの１４号車側に設置。 



 

31 

 

 

 
Ｊ７編成の１５号車のトイレのベビーベッド。 

２つ並んでいるトイレのうちの１３号車側に設置。 

右の写真で示すベビーチェアは 

奥に見えるもう１つのトイレに設置。 

 Ｊ７編成の１５号車のトイレのベビーチェア。 

２つ並んでいるトイレのうちの１６号車側に設置。 

 

  



 

32 

(4) 山陽～九州新幹線用Ｎ７００系（８両編成） 

調査・撮影データ 

２０２１（令和３）年６月１日（火曜日）新大阪１６時１８分発鹿児島中央行き「さくら５６５号」（新大阪駅発車前に撮影） 

ＪＲ九州が保有するＲ７編成で運転（２０１１（平成２３）年に川崎重工で製造） 

２０２１（令和３）年６月１日（火曜日）新大阪１８時１８分発鹿児島中央行き「さくら５６９号」（新大阪駅発車前に撮影） 

ＪＲ西日本が保有するＳ４編成で運転（２０１０（平成２２）年に川崎重工で製造） 

 

 

 

 
調査列車「さくら５６５号」の乗務員室のドアの 

編成番号表記。 
 

調査列車「さくら５６９号」の乗務員室のドアの 

編成番号表記。 



 

33 

 

 

 
Ｒ７編成の１号車のトイレのベビーチェア。 

右の写真で示すとおりベビーベッドも併設されている。 
 

Ｒ７編成の１号車のトイレの内部。 

狭いながらも、おむつ交換ができる設備が整っている。 



 

34 

 

 

 
Ｒ７編成の１号車のトイレのベビーベッド。 

奥は２号車。 
 

Ｒ７編成の３号車のトイレのベビーベッド。 

奥は４号車。 



 

35 

 

 

 

Ｒ７編成の５号車の女性専用トイレのベビーベッド。 

右の写真で示す男女共用トイレが右奥に見えている。 

奥は６号車。 

 Ｒ７編成の５号車の男女共用トイレのベビーベッド。 

ドアには乳児向け設備があることを示すアイコンも 

見えている。 

左の写真で示した女性専用トイレが左奥に見えている。 



 

36 

 

 

 

Ｒ７編成の５号車の男女共用トイレの内部。  Ｒ７編成の５号車の男女共用トイレのベビーチェア。 

奥は６号車。 



 

37 

 

 

 

Ｒ７編成の７号車の多機能トイレの 

ベビーベッド（①）とベビーチェア（②）。 

ベビーベッドの上にはトイレ内禁煙の表示が、 

天井には火災報知器（③）が、それぞれ見えている。 

奥は８号車。 

 Ｓ４編成の７号車の多目的室の案内掲示。 

文面は東海道～山陽新幹線用Ｎ７００系（１６両編成）と 

まったく同じ。 



 

38 

 

 

 
前ページで①として示したベビーベッドの拡大写真。 

（このページの２枚の写真のみＳ４編成で撮影） 

 前ページで②として示したベビーチェアの拡大写真。 

 

  



 

39 

(5) 山陽新幹線用５００系（８両編成） 

調査・撮影データ 

２０２１（令和３）年８月５日（木曜日）新大阪１１時３２分発博多行き「こだま８５１号」（新大阪→広島間で４号車に乗車） 

ＪＲ西日本が保有するＶ２編成で運転 

（１９９７（平成９）年に１６両編成のＷ２編成として製造、２０１０（平成２２）年に８両編成化改造に伴いＶ２編成と改番） 

 

 

 

 

 

調査列車「ハローキティ新幹線」の１号車で撮影。 

乗務員室のドアの窓とハローキティのイラストの下の２ヶ所に 

「Ｖ２」の編成番号が見える。 

ＶはＪＲ西日本保有の５００系であることを示す 

業務用の符号で、２はその製造順を示す。 

Ｖ２編成は車両の内外にハローキティのイラストを装飾した 

特別編成で、定期点検日を除き毎日同じ時刻で運転中。 

 



 

40 

 

 

 
Ｖ２編成の１号車のトイレのベビーベッド。  Ｖ２編成の３号車のトイレのベビーベッド。 



 

41 

 

 

 
Ｖ２編成の５号車のトイレのベビーベッド。  Ｖ２編成の５号車のトイレのベビーベッド。 



 

42 

 

  

Ｖ２編成の７号車の車いす対応トイレのベビーベッド。 

（○印） 
  

 

  



 

43 

(6) 山陽新幹線用７００系（愛称「レールスター」、８両編成） 

調査・撮影データ 

２０２１（令和３）年８月５日（木曜日）博多１６時０７分発岡山行き「こだま８６０号」（広島駅停車中に調査） 

ＪＲ西日本が保有するＥ１３編成で運転（２００１（平成１３）年に日立で製造） 

 

 

 

 

 

調査列車「こだま８６０号」の８号車の乗車口で撮影。 

乗務員室のドアの窓に「Ｅ１３」の編成番号が見える。 

ＥはＪＲ西日本保有の７００系８両編成であることを示す 

業務用の符号で、１３はその製造順を示す。 



 

44 

 

 

 
Ｅ１３編成の１号車のトイレのベビーベッド。 

奥は２号車。 
 

Ｅ１３編成の３号車のトイレのベビーベッド。 

奥は４号車。 



 

45 

 

 

 
Ｅ１３編成の５号車のトイレのベビーベッド。 

奥は６号車。 
 

Ｅ１３編成の７号車の車いす対応トイレ。 

ベビーチェア・ベビーベッドのいずれも設置されていない。 

 

  



 

46 

(7) 九州新幹線用８００系（６両編成） 

調査・撮影データ 

２０２１（令和３）年８月６日（金曜日）博多１７時２２分発鹿児島中央行き「さくら４１１号」（博多駅発車前に調査） 

ＪＲ九州が保有するＵ００９編成で運転（２０１０（平成２２）年に日立で製造） 

 

 

 

 

 
調査列車「さくら４１１号」の１号車で撮影。乗務員室のドアの窓に「Ｕ００９」の編成番号が見える。 

ＵはＪＲ九州保有の８００系であることを示す業務用の符号で、００９はその製造順を示す。 



 

47 

 

 

 
Ｕ００９編成の１号車の車いす対応トイレのベビーベッド。 

天井の丸い物はライターの炎の熱やたばこの煙を検知し 

乗務員に通報するための装置。 

 Ｕ００９編成の３号車のトイレのベビーベッド。 



 

48 

 

  

Ｕ００９編成の５号車の車いす対応トイレのベビーベッド。 

構造は１号車とまったく同じ。 
  

 

以上 


